
　

１．支給の対象、条件等及び支給額

　１）支給対象事業所に勤務する介護職員、その他職員の分類及び月額支給額

Ｎｏ 職種・給与総支給額・勤務条件 法人内での分類 月額支給額（円）

１） 当法人に１０年以上勤務し、夜勤を伴う部署の介護職員 １群 39,000

２） 当法人に１０年以上勤務する、夜勤を伴なわない部署の介護職員 ２群 31,000

３） 当法人に１０年未満の勤務で、夜勤を伴う部署の介護職員 ３群 32,000

４） 当法人に１０年未満の勤務で、夜勤を伴なわない部署の介護職員 ４群 24,000

５） 当法人にフルタイムで勤務する介護職以外の職員 ５群 7,000

６） 当法人に勤務する職員で給与支給総額（扶養手当、交通費除く）が４４０万円以上の職員 ６群 3,500

７） 月平均８０時間以上勤務するパートタイム介護職員 ７群 12,000

８） 月平均８０時間以上勤務するパートタイムの介護職以外の職員 ８群 3,500

　２）支給対象外事業所に勤務する介護職員、その他職員の分類及び月額支給額

Ｎｏ 職種・給与総支給額・勤務条件 法人内での分類 月額支給額（円）

１） 支給対象事業所外の一般、専任、エルダー職員 ９群 7,000

２） 支給対象事業所外に勤務する職員で給与支給総額（扶養手当、交通費除く）が４４０万円以上の職員 １０群 3,500
３） 支給対象事業所外で月平均８０時間以上勤務するパートタイム職員 １１群 3,500
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　　標記の件について、以下の通り、予定しておりますので通知します。


